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公益社団法人広島県薬剤師会職員退職手当支給規程 

 

（総則） 

第１条 この規程は、公益社団法人広島県薬剤師会の職員の退職手当に関する必要な事項を 

定める。 

                                       

（支給範囲） 

第２条 退職手当は、職員が退職した場合、その者に支給する。 

 

（退職手当の額） 

第３条 退職手当の額は、退職または死亡した日におけるその者の俸給の月額に、別に定め

る支給率を乗じて得た額とする。 

 

（勤続年数の計算） 

第４条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、職員となった日の属する月から退

職または死亡した日の属する月までの月数による。 

２ 前項の計算において、就業規程第３０条による休職の期間がある場合は、その月数の２

分の１に相当する月数（１ヵ月未満の端数が生じたときは、切捨てた月数をいう。）は、

勤続年数に算入しない。 

３ 前２項の規定により計算した在職期間に１年未満の端数がある場合には、その端数は切

り捨てる。 

 

（退職手当の特別加算） 

第５条 退職する者が次の各号の一に該当するときは、会長は特別加算を行うことができる。 

  (1) 特に功労があると認められるとき 

 (2) 業務上の傷病により死亡たとき 

 (3) その他特に必要があると認められたとき 

 

（退職手当の支給制限） 

第６条 職員が就業規程第４７条により懲戒解雇されたときは、退職手当は支給しない。 

 

（予告を受けない退職者の退職手当） 

第７条 職員の退職が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条の規定に該当する場

合の解雇予告手当は、この規程の退職手当に含まれるものとする。ただし、この規程によ

る退職手当の額が同法第２０条の規定による解雇予告手当の額に満たないときは、その差

額に相当する額を退職手当として支給する。 

 

（端数整理） 

第８条 退職手当の支給額に１円未満の端数が生じたときは、これを１円に切り上げるもの
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とする。 

 

（遺族への支給） 

第９条 職員が死亡した場合は、その者の遺族に対し退職手当を支給する。 

２ 前項にいう遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹

とし、その順位は前段の順序による。 

 

   附 則 

 この規程は、昭和６０年２月２３日に制定し、昭和６０年４月１日から施行する。 

    

附 則 

１ この規程は、平成２８年３月１０日に制定し、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 社団法人広島県薬剤師会職員退職手当支給規程は廃止する。 

３ 社団法人広島県薬剤師会（昭和 47 年 3 月 15 日広島県知事許可。以下「旧法人」とい

う。）の職員であった者が、継続して公益社団法人広島県薬剤師会（以下「新法人」と

いう。）の職員となった場合のその者の勤続期間の計算は、第４条第１項の規定にかか

わらず、適用する。旧法人の勤続期間の始期から新法人の職員として在職していたもの

とみなす。 
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  別表 

 

 

退 職 手 当 支 給 率 表 

 

 

勤続年数 

 

一 般 退 職 業務外死傷病 整理退職・業務上死傷病 

    １ 

      ２ 

    ３ 

    ４ 

    ５ 

    ６ 

    ７ 

    ８ 

    ９ 

   １０ 

   １１ 

   １２ 

   １３ 

   １４ 

   １５ 

   １６ 

   １７ 

   １８ 

   １９ 

   ２０ 

      ０．６ 

       １．２ 

    １．８  

      ２．４ 

    ３．０ 

      ４．５ 

       ５．２５ 

    ６．０ 

     ６．７５ 

       ７．５ 

     １１．１ 

   １２．２ 

   １３．３   

     １４．４ 

   １５．５ 

   １６．６ 

   １７．７ 

   １８．８ 

   １９．９   

  ２１．０ 

      １．０ 

      ２．０ 

      ３．０ 

      ４．０ 

      ５．０ 

      ６．０ 

      ７．０ 

      ８．０ 

      ９．０ 

    １０．０ 

    １１．１ 

    １２．２ 

    １３．３ 

    １４．４ 

    １５．５ 

    １６．６ 

    １７．７ 

    １８．８ 

    １９．９ 

    ２１．０ 

        １．５ 

        ３．０ 

        ４．５ 

        ６．０ 

        ７．５ 

        ９．０ 

      １０．５  

      １２．０   

      １３．５   

      １５．０   

      １６．６５  

      １８．３   

      １９．９５  

      ２１．６   

      ２３．２５  

      ２４．９   

      ２６．５５  

      ２８．２   

      ２９．８５  

      ３１．５    

勤続年数２１年以上の職員に対しては、２０年を基準とし、別に審査して支給するものと

する。 

  退 職 理 由                


